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平成 16 年

2 月27日（金曜日）

一

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規
　
　
則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
（
生
活
衛
生
課
）

一

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
号

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
香
川
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
書
類
の
提
出
）

第
二
条
　
法
、
政
令
及
び
省
令
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
は
、
製
造
所
、
加
工
所
又
は
営
業
所
の

所
在
地
を
所
管
す
る
保
健
所
長
（
以
下
「
所
管
保
健
所
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
営
業
許
可
申
請
の
添
付
書
類
）

第
五
条
　
省
令
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
人
に
あ
つ
て
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
水
道
水
以
外
の
水
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
水
質
検
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

２
　
省
令
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
営
業
許
可
証
）

第
六
条
　
所
管
保
健
所
長
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
し
た
と
き
は
、
営
業
許

可
証
（
第
一
号
様
式
）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

２
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
許
可
営
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
営
業
許

可
証
を
営
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
自
動
販
売
機

を
利
用
し
て
行
う
営
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
許
可
営
業
者
は
、
省
令
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
営
業
許
可
証

に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
書
類
に
そ
の
営
業
許
可
証
を
添

え
て
提
出
し
、
そ
の
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
許
可
営
業
者
は
、
営
業
許
可
証
を
亡
失
し
、
又
は
汚
損
し
た
と
き
は
、
所
管
保
健
所
長
に
再
交
付

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
廃
業
、
休
業
又
は
再
開
の
届
出
）

第
七
条
　
許
可
営
業
者
は
、
廃
業
し
、
又
は
休
業
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨

を
所
管
保
健
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
許
可
営
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
業
に
係
る
届
出
を
す
る
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
書

類
に
営
業
許
可
証
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
休
業
に
係
る
届
出
を
し
た
許
可
営
業
者
は
、
営
業
を
再
開
し
た
と
き
は
、

そ
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
所
管
保
健
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
様
式
）

第
八
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
政
令
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
　
検
査
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）

二
　
省
令
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
　
食
品
衛
生
管
理
者
設
置
（
変
更
）
届
（
第
三
号

様
式
）

三
　
省
令
第
六
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
　
営
業
許
可
（
継
続
許
可
）
申
請

規

則
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二

書
（
第
四
号
様
式
）

四
　
省
令
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
　
相
続
に
よ
る
許
可
営
業
者
の
地
位
の
承
継
届

（
第
五
号
様
式
）

五
　
省
令
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
　
合
併
に
よ
る
許
可
営
業
者
の
地
位
の
承
継
届

（
第
六
号
様
式
）

六
　
省
令
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
書
　
分
割
に
よ
る
許
可
営
業
者
の
地
位
の
承
継
届
（

第
七
号
様
式
）

七
　
省
令
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
　
営
業
許
可
申
請
事
項
変
更
届
（
第
八
号

様
式
）

八
　
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
書
類
　
営
業
許
可
証
再
交
付
申
請
書
（
第
九
号
様

式
）

九
　
第
七
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
　
廃
業
（
休
業
、
再
開
）
届
（

第
十
号
様
式
）

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
削
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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三

（日本工業規格Ａ列 4番）第 1号様式（第 6条関係）
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四

（日本工業規格Ａ列 4番）第 2号様式（第 8条関係）
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五

第 3号様式（第 8条関係） （日本工業規格Ａ列 4番）
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六

第 4号様式（第 8条関係） （日本工業規格Ａ列 4番）
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七

第 5号様式（第 8条関係） （日本工業規格Ａ列 4番）
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八

第 6号様式（第 8条関係） （日本工業規格Ａ列 4番）
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九

第 7号様式（第 8条関係） （日本工業規格Ａ列 4番）

第
六
号
様
式
の
二
を
削
り
、
第
七
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第 8号様式（第 8条関係） （日本工業規格Ａ列 4番）
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第 9号様式（第 8条関係） （日本工業規格Ａ列 4番）
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一
二

第１０号様式（第 8条関係） （日本工業規格Ａ列 4番）

第
九
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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一
三

（
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
三
保
健
所
食
品
衛
生
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
三
保
健
所
食
品
衛
生
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
二
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
三
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、

同
項
同
欄
第
九
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
同
欄
第
十
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
八
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
九
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
七
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
八
号
と
し
、
同
項
同
欄
第
六
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
七
号
と
し
、

同
項
同
欄
第
五
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
六
号
と

し
、
同
項
同
欄
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
同
欄
第
五
号
と
し
、

同
項
同
欄
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
三
食
肉
衛
生
検
査
所
食
品
衛
生
法
関
係
事
務
の
項
所
長
等
委
任
事
項
の
欄
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
二
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

項
同
欄
第
三
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」

を
「

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
同
欄
第
五
号

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
香
川
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
香
川
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
五
条
第
一
号
」
を
「

第
三
十
五
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
五
条
第
二
号
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
号
」
に

改
め
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

て
い
る
営
業
許
可
証
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
営
業
許
可
証
と
み
な
す
。

３
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
修
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
　
食
品
等
を
製
造
し
た
者
等
に
対
し
、
当
該
食
品
等
の
検
査
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
（
食
肉
衛
生
検
査
所
長
委
任
事
項
を
除
く
。
）
。
（
法
２６
条
１
項
）

１７
条
１
項

２８
条
１
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
営
業
施
設
等
を
監
視
指
導
さ
せ
る
　
　
　
監
視
指
導
を

行
わ
せ
る
　
　
　
１９
条
３
項
　
　
３０
条
２
項

か
ら
氏
名
等
　
　
　
の
氏
名
等
　
　
　
２１
条
　
　
７１
条

当
該
施
設
　
　
　
そ
の
営
業
の
施
設
　
　
　
２４

条
　
　
５６
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２２
条
、
２３
条
、

２４
条
　
　
５５
条
１
項
、
５６
条

の
廃
棄
を
さ
せ
　
　
　
を
廃
棄
さ
せ
　
　
　
　
危
害
　
　
　
対
し
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
　
　
　
　
処

置
　
　
　
処
置
を
と
る
こ
と
　
　
　
２２
条
　
　
５４
条

２１
条
の
２
第
２
項
　
　
５３
条
２
項

２１
条
１
項
　
　
５２
条
１
項

４
　
食
品
衛
生
管
理
者
の
設
置
等
又
は
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
４８
条
８
項
）

１５
条
１

項
　
　
２６
条
１
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１７
条
１
項
　
　
２８
条
１
項

営
業
施
設
等
に
つ
い
て
監
視
又
は
指
導
　
　
　
監
視
指
導
　
　
　
１９
条
２
項

３０
条
２
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２２
条
　
　
５４
条

２４
条
　
　
５６
条
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